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 佐賀県告示第 382号 

 森林法（昭和 26年法律第 249号）第 29条の規定により、農林水産大臣から

次のとおり保安林の指定をする予定である旨通知があった。 

  平成 26年９月 30日 

               佐賀県知事  古  川     康    

１ 保安林予定森林の所在場所 

  伊万里市脇田町字秋内2794番１から2794番３まで、2806番２、2806番３、

2807 番、2808 番、2813 番、2814 番、2816 番２、2818 番１、2821 番、2821

番２、2822 番１、2822 番２、2826 番２、2827 番１から 2827 番４まで、2827

番６、2829 番、2833 番４、2843 番１、2859 番４、2860 番１、2861 番から

2864 番まで、2864 番２から 2864 番５まで、2869 番３、2870 番、2872 番、

2873 番、2875 番、2876 番、2877 番１、2884 番、2884 番２、2884 番３、字

上ノ間 2888 番１、2897 番から 2899 番まで、2900 番１から 2900 番３まで、

2901 番２、2901 番３、2901 番５、2916 番、2919 番、2920 番１、2921 番１、

2922 番、2923 番、2926 番１、2926 番３から 2926 番５まで、2926 番７から

2926 番 15まで、2928 番、2930 番、2935 番４、2935 番６、2940 番１、2941

番、2958 番、2958 番２から 2958 番８まで、2958 番 10、2963 番１、2964 番

１、2976 番１、2979 番１、2979 番３、2980 番１、2982 番１、2989 番、2990

番１、2990 番２、2992 番、2993 番１、2993 番２、2994 番、2995 番、2999

番から 3001 番まで、3003 番１から 3003 番５まで、3008 番から 3011 番まで、

3012 番２、3024 番、3035 番１、3038 番、字桐ノ谷 3041 番、3042 番６、3042

番９、3047 番、3050 番、3051 番１、3053 番、3055 番、3056 番、3056 番２、

3057 番から 3060 番まで、3064 番、3065 番１、3066 番２から 3066 番５まで、

3066 番９、3068 番、3069 番１、3070 番２、3071 番、3073 番１、3075 番１、

3076 番１、3079 番から 3082 番まで、3084 番、3087 番１、3087 番２、3095
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番１、3097 番１、3097 番２、3099 番１から 3099 番４まで、3100 番、3102

番、3103 番２、3119 番１  

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町

に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県県土づくり本部森林整備

課及び伊万里市農山漁村整備課に備え置いて縦覧に供する。） 


